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【公開番号】特開2019-205692(P2019-205692A)
【公開日】令和1年12月5日(2019.12.5)
【年通号数】公開・登録公報2019-049
【出願番号】特願2018-102953(P2018-102953)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１５Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月27日(2019.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が遊技領域を移動可能で、第１識別情報の可変表示および第２識別情報の可変
表示を行うことが可能な遊技機であって、
　可変表示の表示結果として特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利
な有利状態に制御可能な有利状態制御手段と、
　可変表示の表示結果として前記特定表示結果とは異なる特殊表示結果が導出表示された
ときに、前記有利状態とは異なる特殊状態に制御可能な特殊状態制御手段と、
　可変表示の表示結果を決定するための判定値を用いて、可変表示の表示結果を決定する
表示結果決定手段と、
　前記遊技領域内の特定経路に向かう方向に前記遊技媒体の発射を促進させる発射促進報
知手段と、
　を備え、
　前記判定値には、可変表示の表示結果として前記特定表示結果を導出表示することを決
定するための特定判定値と、可変表示の表示結果として前記特殊表示結果を導出表示する
ことを決定するための特殊判定値とが含まれ、
　前記特定判定値の数が異なる複数の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定
手段を備え、
　第２識別情報の可変表示に対応する前記判定値のうち前記特殊判定値の数は、設定値に
よらず共通であり、
　第１識別情報の可変表示に対応する前記判定値と第２識別情報の可変表示に対応する前
記判定値とで、前記特殊判定値の数が異なり、
　前記発射促進報知手段は、第１発射促進報知と、該第１発射促進報知よりも視認性の低
い第２発射促進報知と、を実行可能である、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００９】
（手段Ａ）本発明による遊技機は、遊技媒体が遊技領域を移動可能で、第１識別情報の可
変表示および第２識別情報の可変表示を行うことが可能な遊技機であって、可変表示の表
示結果として特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な有利状態制御手段と、可変表示の表示結果として特定表示結果とは異なる特殊表
示結果が導出表示されたときに、有利状態とは異なる特殊状態に制御可能な特殊状態制御
手段と、可変表示の表示結果を決定するための判定値を用いて、可変表示の表示結果を決
定する表示結果決定手段と、遊技領域内の特定経路に向かう方向に遊技媒体の発射を促進
させる発射促進報知手段と、を備え、判定値には、可変表示の表示結果として特定表示結
果を導出表示することを決定するための特定判定値と、可変表示の表示結果として特殊表
示結果を導出表示することを決定するための特殊判定値とが含まれ、特定判定値の数が異
なる複数の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段を備え、第２識別情報
の可変表示に対応する判定値のうち特殊判定値の数は、設定値によらず共通であり、第１
識別情報の可変表示に対応する判定値と第２識別情報の可変表示に対応する判定値とで、
特殊判定値の数が異なり、発射促進報知手段は、第１発射促進報知と、該第１発射促進報
知よりも視認性の低い第２発射促進報知と、を実行可能である、ことを特徴とする。
（手段１）また、他の遊技機として、第１識別情報の可変表示および第２識別情報の可変
表示を行うことが可能な遊技機であって、可変表示の表示結果として特定表示結果（例え
ば、大当り図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大
当り遊技状態）に制御可能な有利状態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００におけるステップＳ１１５Ａ～Ｓ１１８Ａを実行する部分）と、可変表示の表示
結果として特定表示結果とは異なる特殊表示結果（例えば、小当り図柄）が導出表示され
たときに、有利状態とは異なる特殊状態（例えば、小当り遊技状態）に制御可能な特殊状
態制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１９
Ａ～Ｓ１２１Ａを実行する部分）と、可変表示の表示結果を決定するための判定値（例え
ば、大当り判定用の判定値、小当り判定用の判定値）を用いて、可変表示の表示結果を決
定する表示結果決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステ
ップ０２６ＩＷＳ５９Ａ，Ｓ６４Ａ，Ｓ５９Ｂ，Ｓ６４Ｂを実行する部分）とを備え、判
定値には、可変表示の表示結果として特定表示結果を導出表示することを決定するための
特定判定値（例えば、大当り判定用の判定値）と、可変表示の表示結果として特殊表示結
果を導出表示することを決定するための特殊判定値（例えば、小当り判定用の判定値）と
が含まれ、特定判定値の数が異なる複数の設定値（例えば、設定値「１」～「６」）のう
ちのいずれかの設定値に設定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００におけるステップＳ２１ＴＭ４５３０～Ｓ２１ＴＭ４６２０を実行する部分）を備
え、第２識別情報の可変表示に対応する判定値のうち特殊判定値の数は、設定値によらず
共通であり、第１識別情報の可変表示に対応する判定値と第２識別情報の可変表示に対応
する判定値とで、特殊判定値の数が異なる（図９－１および図９－２参照）ことを特徴と
してもよい。そのような構成によれば、適切な遊技性を実現しつつ、遊技の単調さを解消
することができる。
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